
■原稿
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

大阪府堺市から、戸籍への振り仮名記載について、お知らせします。
令和７年５月２６日から、戸籍に振り仮名を記載することになりました。
氏の振り仮名はホウム、名の振り仮名はタロウ、キョウコ、タダシ、ユリを戸籍に記載する予定です。お知らせした振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和８年５
月２６日以降に、お知らせした振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので御安心ください。お知らせした振り仮名が誤っている場合には、令和８年５月２５日までに
必ず届出をしてください。名の振り仮名はそれぞれ届け出ていただきます。氏の振り仮名は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
なお、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへの振り仮名の記載を希望する際には、正しい場合でも、振り
仮名の届出をすることができます。
詳しくは、当市までお問合せください。電話番号は、１２３－４５６－７８９０です。

■読み上げ（４５０文字前後）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

オオサカフサカイシカラ、コセキヘノフリガナキサイニツイテ、オシラセシマス。
レイワナナネンゴガツニジュウロクニチカラ、コセキニフリガナヲキサイスルコトニナリマシタ。
ウジノフリガナハホウム、ナノフリガナはタロウ、キョウコ、タダシ、ユリヲコセキニキサイスルヨテイデス。オシラセシタフリガナガタダシイバアイハ、トドケデヲシナクテモ、レイワハチネ
ンゴガツニジュウロクニチイコウニ、オシラセシタフリガナガソノママコセキニキサイサレマスノデゴアンシンクダサイ。オシラセシタフリガナガアヤマッテイルバアイニハ、レイワハチネン
ゴガツニジュウゴニチマデニカナラズトドケデヲシテクダサイ。ナノフリガナハソレゾレトドケデテイタダキマス。ウジノフリガナハ、ゲンソクトシテコセキノヒットウシャガタンドクデトドケ
デルコトニナリマス。
ナオ、ソウキニフリガナガキサイサレタコセキショウメイショヤジュウミンヒョウノウツシヲシュトクシタイバアイヤ、マイナンバーカードヘノフリガナノキサイヲキボウスルサイニハ、タダシイ
バアイデモ、フリガナノトドケデヲスルコトガデキマス。
クワシクハ、トウシマデオトイアワセクダサイ。デンワバンゴウハ、イチニイサンノヨンゴウロクノナナハチキュウゼロデス。

青字:契約後通知
赤字:通知対象者単位に設定する内容
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